
インボイス制度に伴う領収書の対応について 

 

２０２３年１０月１日からのインボイス制度施行にあたり、領収書(適格請求書)

の取り扱いについては以下のとおりとさせていただきますので、あらかじめ 

ご了承ください。  

 

① 手書き領収書について  

手書きの領収書は発行しておりません。自動精算機又はフロントの精算機で 

発行された領収書のみのお渡しとなります。 

 

② 割り勘精算について  

インボイス制度に対応する領収書の発行はいたしかねます。   

 

③領収書の合算   

複数の領収書を 1 枚に合算した領収書の発行はいたしかねます。  

 

ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。   
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